
五経正義讃解通論(三)(野間)

五
経
正
義
讃
解
通
論
　
(
三
)

十
　
　
無
正
訓

十
一
　
以
意
言
之
耳

十
二
　
相
侍
畠
然

十
三
　
以
昔
時
放
之

十
四
　
無
正
文
・
無
明
文

十
　
無
正
訓

い
わ
ゆ
る
「
漠
唐
訓
話
の
学
」
　
の
集
大
成
と
言
わ
れ
る
『
五
経
正
義
』
で
あ

る
が
、
も
と
よ
り
「
訓
話
」
は
漠
唐
経
学
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、

こ
れ
を
た
と
え
ば
清
朝
考
証
学
と
比
較
し
て
み
る
と
き
、
『
五
経
正
義
』
訓
話

の
特
色
と
し
て
　
「
音
韻
」
　
に
対
す
る
知
識
・
関
心
の
薄
さ
が
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら

に
は
依
拠
し
た
「
注
」
に
対
す
る
態
度
の
違
い
、
具
体
的
に
は
『
五
経
正
義
』

が
　
「
注
」
を
墨
守
す
る
の
に
対
し
、
清
朝
考
証
学
で
は
、
「
注
」
　
の
束
縛
か
ら

お
お
む
ね
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

お
よ
そ
『
五
経
正
義
』
の
形
式
は
、
最
初
に
『
五
経
正
義
』
自
ら
が
選
択
し

た
「
注
」
　
の
解
釈
に
従
っ
て
「
経
」
　
「
伝
」
を
疏
釈
し
、
つ
い
で
そ
の
　
「
注
」

野
間
　
文
史

の
妥
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
こ
れ
努
め
る
。
と
き
と
し
て
後
者
に
よ
り
多
大

な
精
力
を
傾
け
る
場
合
も
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
「
訓
話
」
に
限
っ
て
い
え
ば
、
『
五
経
正
義
』
は
先
ず
「
注
」

の
解
釈
が
、
正
し
い
訓
話
を
集
め
た
『
爾
雅
』
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
逐
一

指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

つ
ま
り
『
五
経
正
義
』
の
訓
話
は
基
本
的
に
『
爾
雅
』
を
拠
り
所
と
す
る
も
の
　
0
1

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
『
爾
雅
』
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
再
び
清
朝

考
証
学
と
対
比
し
て
み
る
と
き
、
こ
れ
が
『
五
経
正
義
』
訓
話
の
限
界
で
あ
る

と
断
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
少
し
酷
な
見
方
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
に
『
尚
書
正
義
』
と
『
毛
詩
正
義
』
の
冒
頭
か
ら
、
『
爾
雅
』
尊
重
の

例
を
あ
げ
よ
う
。

0
尚
書
正
義
　
(
尭
典
)

自
若
稽
古
帝
勇
、
〔
若
順
、
稽
考
也
。
能
順
考
古
道
而
行
之
者
帝
桑
。
〕
　
日
放
勅
、
欽

明
文
思
、
安
安
、
〔
勅
功
、
欽
敬
也
。
言
責
放
上
世
之
功
化
、
而
以
敬
明
文
思
之
四
徳
、

安
天
下
之
富
安
者
。
〕
允
恭
克
譲
、
光
被
四
表
、
格
子
上
下
。
〔
允
信
、
克
能
、
光

充
、
格
至
也
。
既
有
四
徳
、
又
信
恭
能
譲
、
故
其
名
聞
充
溢
四
外
、
至
干
天
地
。
〕
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○
博
若
順
至
帝
尭
○
正
義
日
、
「
若
順
」
障
陪
文
。
詩
稀
「
考
卜
惟
王
」
、
洪

範
考
卜
之
事
、
謂
之
　
「
稽
疑
」
、
是
　
「
稽
」
烏
　
「
考
」
、
経
侍
常
訓
也
。

問
陛
一
訓
一
「
也
」
、
孔
所
以
約
文
、
故
数
字
倶
訓
、
其
末
以
一
「
也
」
結
之
。

又
巳
経
訓
者
、
後
博
多
不
重
訓
、
顆
見
可
知
、
則
径
言
其
義
、
皆
務
在
省
文
故

也
。
…
…
(
O
N
.
O
等
＼
S
a
)

○
停
動
功
至
安
者
○
正
義
日
、
「
動
功
」
　
「
欽
敬
」
辟
匝
文
。
此
経
述
上
稽
古

之
事
放
致
上
世
之
功
、
即
是
考
於
古
道
也
。
経
言
　
「
放
勅
」
、
放
其
功
而
巳
、

倖
兼
言
「
化
」
者
、
接
其
動
業
謂
之
功
、
指
其
教
人
則
鳥
化
、
功
之
輿
化
、
所

従
言
之
異
耳
。
…
…
(
O
P
O
↓
巴
○
ざ
)

〇
倍
允
信
至
天
地
○
正
義
日
、
「
允
信
」
　
「
格
至
」
膵
除
文
。
「
克
能
」
　
「
光
充
」

膵
陪
文
。
在
身
鳥
徳
、
施
之
自
行
。
鄭
玄
云
「
不
解
於
位
日
恭
、
惟
賢
尚
善
日

譲
」
。
「
恭
」
　
「
譲
」
　
是
施
行
之
名
。
上
言
尭
徳
、
此
言
尭
行
、
故
侍
以
文
次
言

之
。
…
…
(
O
N
.
S
b
)

伝
の
　
「
若
順
」
　
か
ら
　
「
帝
尭
」
　
ま
で
。
正
義
。
「
若
は
順
」
　
と
は
、
釈
言

の
文
句
で
あ
る
。
詩
に
　
「
卜
い
を
考
え
る
の
は
王
」
　
と
あ
る
が
、
洪
範
で

は
卜
い
を
「
考
」
え
る
こ
と
を
、
「
稽
疑
」
と
い
っ
て
お
り
、
つ
ま
り
「
稽
」

が
　
「
考
」
　
と
な
る
の
は
、
経
伝
の
い
つ
も
の
訓
な
の
で
あ
る
。
爾
雅
で
は

ノ

一
条
の
訓
ご
と
に
一
つ
の
　
「
也
」
　
が
あ
る
が
、
孔
は
文
を
つ
づ
め
よ
う
と

し
た
為
に
、
何
字
か
を
一
緒
に
訓
じ
て
、
末
で
一
つ
の
　
「
也
」
　
で
く
く
っ

て
い
る
。
ま
た
一
度
訓
じ
た
も
の
は
、
後
の
伝
で
は
大
抵
二
度
と
訓
ぜ
ぬ

し
、
明
瞭
で
わ
か
り
切
っ
た
も
の
は
、
意
味
を
打
ち
つ
け
に
説
い
て
い
る
。

み
な
文
章
を
縮
め
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
吉
川
幸
次
郎
訳
「
全
集
本
」
　
8
・
8
7
頁
。
以
下
同
様
。
)

伝
の
　
「
勲
功
」
　
か
ら
　
「
安
者
」
　
ま
で
。
正
義
。
「
勲
は
功
」
、
「
鉄
は
敬
」

と
は
、
釈
話
の
文
句
で
あ
る
。
こ
こ
の
経
は
前
に
　
「
稽
古
」
　
と
い
っ
た
こ

と
の
内
容
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
て
、
「
上
世
の
功
に
模
倣
す
る
」
　
と
は
、

「
古
道
に
考
え
る
」
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
経
に
「
勲
に
放
う
」
と
あ
れ
ば
、

そ
の
　
「
功
」
　
に
模
倣
し
た
だ
け
の
筈
な
の
に
、
伝
が
　
「
化
」
を
も
一
緒
に

い
っ
て
い
る
わ
け
は
、
勲
業
と
い
う
点
か
ら
は
　
「
功
」
　
と
い
う
が
、
人
を

教
え
た
こ
と
を
指
せ
ば
　
「
化
」
　
で
あ
っ
▼
て
、
「
功
」
　
と
　
「
化
」
　
と
は
、
い

い
方
の
違
い
に
す
ぎ
ぬ
。
(
8
9
頁
)

伝
の
　
「
允
信
」
　
か
ら
　
「
天
地
」
　
ま
で
。
正
義
。
「
允
は
信
」
、
「
格
は
至
」

と
は
、
釈
話
の
文
句
で
あ
り
、
「
克
は
能
」
、
「
光
は
充
」
　
と
は
、
釈
言
の

文
句
で
あ
る
。
身
に
そ
な
わ
っ
た
も
の
が
徳
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
の
う
の

が
行
な
い
で
あ
る
が
、
鄭
玄
の
説
に
、
「
位
に
あ
っ
て
怠
ら
ぬ
の
を
恭
と

い
い
、
賢
を
推
し
善
を
尊
ぶ
の
を
譲
と
い
う
」
　
と
あ
る
よ
う
に
、
「
恭
」

と
　
「
譲
」
　
と
は
行
為
の
名
で
あ
る
。
か
く
前
は
桑
の
徳
を
の
べ
、
こ
こ
は

東
の
行
な
い
を
の
べ
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
伝
は
文
章
の
続
き
方
を
見
て
説

明
を
下
し
た
。
(
9
0
頁
)

102

e
毛
詩
正
義
　
(
國
風
・
周
南
・
開
聞
)

開
閉
推
鳩
、
在
河
之
洲
。
〔
興
也
。
開
閉
和
啓
也
。
堆
鳩
王
肢
也
。
烏
蟄
而
有
別
。
水

一
中
可
居
者
日
洲
。
后
妃
説
欒
君
子
之
徳
、
無
不
和
語
、
又
不
淫
其
色
、
保
田
幽
探
、

若
開
放
之
有
別
鳶
、
然
後
可
以
風
化
天
下
。
夫
婦
有
別
、
則
父
子
親
。
父
子
親
、
則

君
臣
敬
。
君
臣
敬
、
則
朝
廷
正
。
朝
廷
正
、
則
王
化
成
。
閣
固
蟄
之
言
至
也
。
謂

王
推
之
鳥
雌
雄
情
意
至
、
然
而
有
別
。
〕

○
侍
開
聞
至
王
化
成
○
正
義
日
、
膵
胞
云
「
開
閉
・
薙
薙
、
音
響
和
也
]
、
是

「
関
関
」
　
岳
　
「
和
啓
」
　
也
。
「
堆
鳩
王
堆
也
」
、
繹
鳥
文
。
郭
瑛
日
　
「
鶴
類
也
。
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今
江
東
呼
之
鳥
寛
。
好
在
江
邊
址
中
、
亦
食
魚
」
。
陸
機
疏
云
　
「
堆
鳩
大
小
如
・

鴎
、
深
目
、
目
上
骨
露
、
幽
州
人
謂
之
鷲
」
。
而
揚
雄
・
許
慣
皆
目
　
「
白
鷹
、

似
鷹
尾
上
自
」
。

定
本
云
　
「
鳥
撃
而
有
別
」
、
謂
鳥
中
雌
雄
情
意
至
厚
、
而
猶
能
有
別
、
故

以
興
后
妃
説
欒
君
子
情
深
、
猶
能
不
淫
其
色
。
侍
鳥
「
撃
」
字
、
安
取
至

義
。
故
箋
云
　
「
撃
之
言
至
、
王
堆
之
鳥
、
雄
雌
情
意
至
、
然
而
有
別
」
、

所
以
申
成
毛
侍
也
。
俗
本
云
　
「
推
鳩
王
堆
之
鳥
」
者
誤
也
。

「
水
中
可
居
者
日
洲
」
、
際
文
也
。
李
巡
日
「
四
方
皆
有
水
中
央
濁
可
居
」
。

際
又
日
「
小
洲
日
渚
、
小
渚
日
址
、
小
址
日
培
」
。
江
有
渚
侍
日
「
渚
小
洲

也
」
。
兼
蔭
侍
・
谷
風
箋
並
云
「
小
渚
日
址
」
、
皆
依
固
陸
島
説
也
。
采
繋
侍

日
　
「
址
渚
鼻
窯
」
、
侍
日
　
「
渚
址
」
、
互
言
以
噴
人
也
。
兼
蔭
博
文
云
　
「
砥
小

渚
也
」
、
不
言
「
小
址
」
者
、
址
渚
大
小
異
名
耳
、
砥
亦
小
於
渚
、
故
學
渚
以

言
之
。「

和
語
」
者
、
心
中
和
悦
、
志
意
詑
適
、
毎
事
皆
然
、
故
云
　
「
無
不
和
詑
」
。

又
解
以
　
「
在
河
之
洲
」
鳥
喩
之
意
。
言
后
妃
維
悦
欒
君
子
、
不
淫
其
色
、
能
謹

憬
貞
固
、
居
在
幽
閉
深
宮
之
内
、
不
妄
淫
褒
君
子
、
若
堆
鳩
之
有
別
、
故
以
興

焉
。
后
妃
之
徳
能
如
是
、
然
後
可
以
風
化
天
下
、
使
夫
婦
有
別
。
夫
婦
有
別
、

則
性
純
子
孝
、
故
能
父
子
親
也
。
孝
子
鳥
臣
必
忠
、
故
父
子
親
、
則
君
臣
敬
。

君
臣
既
敬
、
則
朝
廷
自
然
厳
正
。
朝
廷
既
正
、
則
天
下
無
犯
非
超
、
故
王
化
得

成
也
。
(
O
T
T
N
O
b
＼
N
-
a
)

以
上
の
二
例
『
尚
書
正
義
』
・
『
毛
詩
正
義
』
は
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
依

拠
し
た
『
孔
安
国
侍
』
、
『
毛
侍
』
が
『
爾
雅
』
　
の
訓
話
に
そ
の
根
拠
を
持
つ

こ
と
を
逐
一
指
摘
し
、
そ
の
　
「
注
」
　
の
解
釈
の
妥
当
性
を
証
明
し
て
い
る
こ
と

が
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
『
爾
雅
』
と
い
う
文
献
は
、
現
今
の
通
説
で
は
、
先
秦
か
ら
前
漠

初
期
に
至
る
ま
で
の
古
典
の
訓
話
を
集
成
し
た
現
存
す
る
最
古
の
字
書
で
あ

り
、
そ
の
内
容
は
お
お
む
ね
『
書
』
・
『
詩
』
　
の
訓
話
を
中
心
と
し
、
と
き
に

は
『
楚
辞
』
・
『
山
海
経
』
等
に
も
及
ぶ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
『
五

経
正
義
』
編
纂
の
時
代
に
は
、
聖
人
周
公
の
著
作
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
う

い
う
こ
と
か
ら
、
『
五
経
正
義
』
所
引
の
　
「
小
学
書
」
　
の
中
で
は
、
『
爾
雅
』

が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
主
要
な
小
学
書
と
そ
の
引

用
数
を
あ
げ
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

九
経
疏
所
引
主
要
「
小
學
書
」
表

方　 廉　澤　 小　字　 字　説　 爾
言　 雅　名　 爾　林　 書　文　 雅

雅　　　　 解
字

1 1　　　 2　　 7 易

3　 4　 5　　　　　　　 40　380 書

11 9 10　5　 1　 2 116 10 1 詩

4 10 12　3　 8　　　 22　213 記

29 12 14　　　　　 9 133　382 左

7　 9　　　 2　　　　　 9　 172 周

1　　　　　 4　 76 儀

2　　　　　　　　　 1　 59 公

1　　　　 1　　　 3　　6 穀

さ
て
そ
う
だ
と
す
る
と
、
「
注
」
　
の
根
拠
を
『
爾
雅
』
に
求
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
、
『
五
経
正
義
』
は
い
か
に
対
処
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

が
次
に
検
討
す
べ
き
問
題
と
な
る
。
以
下
は
そ
の
例
で
あ
る
。
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e
尚
書
正
義
　
(
舜
典
の
後
)

帝
変
下
土
、
方
設
居
方
、
別
生
分
類
、
作
泊
作
　
〔
泊
治
、
作
興
也
。
言
其
治
民
之

功
興
、
放
鳥
泊
作
之
貨
。
亡
。
〕
　
九
共
九
篇
菓
飲
。

○
停
泊
治
至
篇
亡
○
正
義
日
、
「
泊
」
　
之
鳥
治
、
無
正
訓
也
。
「
作
」
　
是
起
義
、

e
春
秋
正
義
　
(
襲
公
九
年
侍
)

【
侍
】
盟
誓
之
言
、
豊
敢
背
之
。
且
要
盟
無
質
、
神
弗
臨
也
。
〔
質
主
也
。
〕

放
鳥
興
也
。
言
其
治
民
之
功
興
、
以
意
言
之
耳
。
(
O
u
・
U
O
b
)

伝
の
　
「
泊
治
」
　
か
ら
　
「
篇
亡
」
　
ま
で
。
正
義
。
「
泊
」
　
が
　
「
治
」
　
に
な
る

お

の
は
、
確
か
な
出
処
は
な
い
。
「
作
」
は
　
「
起
」
　
こ
る
意
味
だ
か
ら
　
「
興
」

と
解
し
た
。
「
民
を
治
め
る
功
が
興
っ
た
意
味
だ
」
　
と
い
う
が
、
推
測
で

い
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
(
「
全
集
本
」
8
・
2
3
2
頁
)

e
毛
詩
正
義
　
(
國
風
・
秦
風
・
小
戎
)

小
戎
侵
攻
、
五
菜
梁
執
、
〔
小
戎
兵
直
也
。
偵
浅
、
牧
珍
也
。
五
五
束
也
。
梨
歴
録
也
。

梁
輸
執
上
旬
衡
也
。
一
輪
玉
東
、
束
有
歴
銀
。
箋
云
、
此
革
臣
之
兵
車
、
故
日
小
戒
。
〕

○
侍
小
戎
至
歴
録
○
正
義
日
ソ
兵
車
兵
戎
之
車
、
小
大
應
同
、
而
謂
之
「
小
戎
」

者
、
六
月
云
「
元
戎
十
乗
」
、
以
先
啓
行
元
大
也
。
先
啓
行
之
車
、
謂
之
大
戒
、

従
後
行
者
、
謂
之
小
戒
。
故
箋
中
之
云
　
「
此
畢
臣
之
兵
事
、
故
日
小
戎
」
。
言

草
臣
在
元
戎
之
後
故
也
。
「
偽
浅
」
障
陪
文
。
「
収
珍
」
者
、
村
側
矧
刻
、
無

正
訓
也
。
「
珍
」
　
者
上
之
前
後
両
端
之
横
木
也
。
蓋
以
鳥
此
珍
者
、
所
以
吸
飲

所
載
、
故
名
「
牧
」
　
鳶
。
(
宗
.
い
⊥
O
b
)

…
…
「
偽
は
浅
な
り
」
　
と
は
『
爾
雅
』
釈
言
の
文
句
で
あ
る
。
「
牧
は
珍

な
り
」
に
つ
い
て
は
、
代
々
言
い
伝
え
で
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

正
統
的
な
訓
話
　
(
の
字
書
に
)
　
は
無
い
も
の
で
あ
る
。
…
…

[
疏
]
注
質
主
也
○
正
義
日
、
「
質
」
　
之
烏
　
「
主
」
、
以
意
言
耳
、
無
正
訓
也
。

晋
云
　
「
唯
晋
命
是
聴
」
、
鄭
云
　
「
唯
彊
是
従
」
、
二
辞
倶
以
告
神
、
是
其
無
定

主
也
。
服
虎
云
　
「
質
誠
也
。
無
忠
誠
之
信
、
故
神
弗
臨
也
」
。
(
?
B
a
)

注
の
　
「
質
主
也
」
　
○
正
義
に
日
く
、
(
杜
預
が
)
　
「
質
」
　
を
　
「
主
」
　
と
見
な

し
て
い
る
の
は
、
憶
測
で
言
っ
た
ま
で
で
、
正
統
的
な
訓
話
(
の
字
書
に
)

は
無
い
も
の
で
あ
る
。
晋
国
が
　
「
唯
だ
晋
の
命
を
の
み
是
れ
聴
く
」
　
と
い

う
の
に
対
し
、
鄭
国
が
　
「
唯
だ
柱
に
の
み
是
れ
従
ふ
」
　
と
述
べ
て
お
り
、

両
者
の
言
葉
は
い
ず
れ
も
神
に
告
げ
る
も
の
だ
か
ら
、
定
ま
っ
た
　
「
主
」

は
無
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
(
こ
れ
に
対
し
)
　
服
虔
は
　
「
質
は
誠
で
あ

る
。
、
忠
誠
の
信
が
無
け
れ
ば
、
神
は
臨
ま
な
い
」
　
と
解
し
て
い
る
。

以
上
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
　
「
注
」
　
の
訓
話
が
『
爾
雅
』
に
出
典
を
持
た
な

い
　
「
無
正
訓
也
　
(
正
訓
無
き
も
の
)
」
　
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
が
　
「
以

意
言
之
耳
　
(
憶
測
で
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
)
」
　
も
の
で
あ
り
、
「
相
侍
鳥
然
　
(
代
々

そ
の
よ
う
に
伝
承
し
て
き
た
)
」
　
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
、
「
注
」
　
に
対
し
て
や
や

批
判
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
　
「
無
正
訓
」
　
と
は
、
吉
川
訳
で
　
「
確
か
な
出
処
は
な

い
」
、
ま
た
拙
訳
で
　
「
正
統
的
な
訓
話
の
字
書
に
は
無
い
も
の
で
あ
る
」
　
と
意

訳
し
た
よ
う
に
、
具
体
的
に
は
『
爾
雅
』
に
そ
の
訓
話
の
例
を
見
出
し
得
な
い

こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
　
「
正
訓
」
　
と
は
『
爾
雅
』
　
の
訓
話
に
は

か
な
ら
な
い

あ
る
い
は
、
そ
の
用
例
は
少
な
い
も
の
の
、
直
接
的
に
　
「
爾
雅
無
文
」
　
と
指

摘
す
る
場
合
も
あ
る
。
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◎
毛
詩
正
義
　
(
國
風
・
召
南
・
采
菰
)

干
以
盛
之
、
維
筐
及
宮
、
干
以
湘
之
、
維
綺
及
釜
。
〔
方
日
筐
、
園
自
首
、
湘
亨

也
。
綺
釜
属
。
有
足
日
蹄
、
無
足
日
釜
。
園
、
亨
萌
藻
者
、
於
魚
活
之
中
、
是
卵

巣
之
葛
。
〕

○
侍
方
日
筐
至
日
釜
○
正
義
日
、
此
皆
爾
雅
無
文
、
侍
副
嘲
嘲
嘲
刻
。
以
「
鋳
」

輿
「
釜
」
達
文
、
故
知
「
釜
属
」
。
陸
自
「
江
准
之
間
、
謂
釜
日
綺
」
。
定

本
「
有
足
日
綺
」
下
、
更
無
侍
。
俗
本
錆
下
又
云
「
無
足
日
釜
」
。
(
O
T
ナ
○
訂
)

⑳
毛
詩
正
義
　
(
國
風
・
唐
風
・
山
有
枢
)

山
有
梅
、
　
隈
有
稔
、
　
子
有
衣
裳
、
弗
曳
弗
婁
、

子
有
車
馬
、
弗
馳
弗
騒
、
宛
其
死
臭
、
他
人
是
愉
、

山
有
梓
、
　
限
有
紐
、
　
子
有
廷
内
、
弗
洒
弗
掃
、

子
有
鐘
鼓
、
弗
鼓
弗
考
、
宛
其
死
臭
、
他
人
是
保
、
〔
保
安
也
。
園
国
保
居
也
。
〕

○
侍
保
安
箋
保
居
○
正
義
日
、
二
者
皆
爾
雅
無
文
。
侍
・
箋
判
別
司
司
召
　
上

云
　
「
他
人
是
愉
」
、
謂
得
巳
欒
以
鳥
楽
。
此
云
　
「
他
人
是
保
」
、
謂
得
己
之
安

以
鳥
安
、
故
侍
訓
　
「
保
」
　
烏
安
也
。
箋
以
下
云
　
「
他
人
入
室
」
、
則
是
居
而
有

之
、
故
易
侍
以
　
「
保
」
鳥
居
。

居
其
所
、
而
衆
星
共
之
」
。
六
親
、
父
虞
尊
厳
、
衆
星
北
辰
鳥
長
。
六
親
和
睦

以
事
厳
父
、
若
衆
星
之
共
北
極
、
是
其
　
「
象
天
明
」
　
也
。

「
妻
父
鳥
昏
、
巧
父
島
姻
、
雨
塙
相
謂
日
正
」
、
皆
肺
胞
文
也
。

「
重
昏
日
構
」
、
爾
雅
無
文
、
瑚
矧
魂
朝
。

閉
園
又
日
「
男
子
先
生
鳥
兄
、
後
生
鳥
弟
。
男
子
謂
女
子
先
生
鳥
妹
、
後
生
烏

妹
。
父
之
姉
妹
鳥
姑
、
母
之
弟
弟
鳥
舅
。
謂
我
舅
者
、
吾
謂
之
甥
」
。
此
皆
世

俗
常
言
、
杜
不
解
者
、
鳥
易
知
故
也
。
(
巴
⊥
u
a
・
b
)

右
の
⑳
・
◎
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
　
「
爾
雅
無
文
」
　
と
指
摘
し
た
後
に
、
「
各
以

義
言
之
」
・
「
相
侍
説
耳
」
と
述
べ
て
.
」
前
掲
の
　
「
無
正
訓
也
」
　
の
例
と
同
様

の
批
評
言
が
見
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
◎
に
は
ま
た
　
「
以
昔
時
験
之
」

と
し
、
『
毛
伝
』
　
の
根
拠
を
説
明
す
る
言
葉
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批

評
言
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
下
に
順
次
言
及
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず

措
く
こ
と
と
す
る
が
、
◎
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
『
説
文
解
字
』
を
引
用
し
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

先
に
紹
介
し
た
「
九
脛
疏
所
引
小
學
書
表
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
許
憬
『
説

文
解
字
』
は
、
『
五
経
正
義
』
が
訓
話
名
物
を
解
説
す
る
際
、
『
爾
雅
』
に
次

い
で
根
拠
と
す
る
字
書
で
あ
っ
た
。
参
考
ま
で
に
『
説
文
解
字
』
の
引
用
例
を

以
下
に
若
干
数
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
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◎
春
秋
正
義
　
(
昭
公
二
十
五
年
俸
)

烏
父
子
・
兄
弟
・
姑
妨
・
甥
舅
・
昏
購
・
姻
正
、
以
象
天
明
。
〔
六
親
和
睦
以
事
厳
父
、

若
衆
星
之
共
辰
極
也
。
妻
父
日
昏
。
重
昏
日
購
。
堵
父
日
姐
、
両
堵
相
謂
日
正
。
〕

[
琉
]
注
六
親
至
日
亜
○
正
義
日
、
老
子
云
　
「
六
親
不
和
、
焉
有
孝
慈
」
、
「
六

親
」
　
謂
父
子
・
兄
弟
・
夫
婦
也
。
孝
経
日
　
「
孝
莫
大
於
厳
父
」
、
論
語
云
　
「
北
辰

e
尚
書
正
義
　
(
舜
典
)

在
堵
磯
玉
衡
、
以
賓
七
政
。
〔
在
寮
也
。
璋
美
玉
。
磯
衡
王
者
正
天
文
之
器
、
可
運
轄

者
。
七
政
日
月
五
星
、
各
異
政
。
舜
察
天
文
、
賓
七
政
、
以
審
己
首
天
心
輿
否
。
〕

〇
倍
在
察
至
輿
否
○
正
義
日
、
「
在
察
」
繹
詰
文
。
説
文
云
「
璋
美
玉
也
」
。
「
玉
」
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是
大
名
、
「
堵
」
　
是
玉
之
別
稀
、
「
磯
」
・
「
衡
」
　
倶
以
玉
飾
。
但
史
之
立
文
、

不
可
以
「
玉
璃
玉
衡
」
、
一
指
玉
髄
、
一
指
玉
名
。
猶
左
停
云
　
「
攻
弁
玉
楼
」
、

所
以
攣
其
文
、
侍
以
堵
言
玉
名
、
故
云
　
「
美
玉
」
。
其
賓
「
玉
衡
」
、
亦
美
玉

也
。
(
○
い
.
O
等
＼
○
訂
)

伝
の
　
「
在
察
」
　
か
ら
　
「
与
否
」
　
ま
で
。
正
義
。
「
在
は
察
」
　
と
は
、
釈
話

の
文
句
で
あ
る
。
説
文
に
　
「
埠
は
美
玉
で
あ
る
」
　
と
い
う
。
「
玉
」
　
と
は

総
称
で
あ
っ
て
、
「
璋
」
　
は
玉
の
中
の
個
別
名
で
あ
る
。
「
磯
」
も
「
衡
」

も
共
に
玉
で
飾
る
の
で
あ
る
が
、
史
官
の
文
の
書
き
方
と
し
て
、
「
玉
磯

玉
衡
」
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
か
ら
、
一
方
は
玉
そ
の
も
の
を
指
示
し
、

一
方
は
玉
の
名
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
左
伝
に
「
瓔
弁
玉
楼
」

と
い
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
書
き
方
を
変
え

た
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
伝
は
　
「
埼
」
　
が
玉
の
名
で
あ
る
点
か
ら
、
そ
れ

を
　
「
美
玉
」
　
と
説
い
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
実
際
は
　
「
玉
衡
」
だ
っ
て
美
玉

な
の
で
あ
る
。
(
「
全
集
本
」
8
・
1
6
3
貢
)

こ
の
例
で
は
、
『
説
文
解
字
』
が
全
く
『
爾
雅
』
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

き

　

ふ

雅
》
に
　
「
錆
は
釜
な
り
」
　
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
例
で
は
冒
頭
で
、
杜
注
の
解
釈
が
　
「
詩
毛
伝
・
鄭
箋
之
文
」
　
に
基
づ
く

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
『
春
秋
正
義
』

の
依
拠
し
た
晋
の
杜
預
『
春
秋
経
伝
集
解
』
に
お
い
て
は
、
前
漠
の
『
毛
伝
』

と
と
も
に
、
後
漠
の
鄭
玄
『
箋
』
に
も
『
爾
雅
』
と
同
様
の
価
値
を
与
え
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
杜
注
の
、
他
の
経
書
注
よ
り
後
れ
る
こ
と
の
し
か
ら

し
む
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
『
春
秋
正
義
』
は
そ
れ
を
踏
襲
す
る
〔
①
〕
。

そ
し
て
こ
の
例
で
は
、
さ
ら
に
続
け
て
『
説
文
』
と
『
広
雅
』
を
引
用
し
て
、

杜
注
を
補
強
し
た
説
明
を
施
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
五
経
正
義
』
に
お
い
て
は
、
『
爾
雅
』
訓
話
の
不
足
を
補
う

も
の
と
し
て
、
『
説
文
解
字
』
は
重
要
な
文
献
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
『
五
経
正

義
』
は
『
爾
雅
』
(
又
『
説
文
』
等
)
　
の
訓
話
を
「
正
訓
」
　
と
見
な
し
、
こ
れ
に

基
づ
か
な
い
　
「
注
」
　
の
訓
話
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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◎
春
秋
正
義
　
(
隠
公
三
年
伝
)
、

筐
笛
鋳
釜
之
器
。
〔
方
日
筐
、
員
自
首
、
l
無
足
日
釜
、
有
足
日
録
。
〕

注
方
日
至
日
録
○
正
義
日
、
此
皆
匝
托
胎
・
脚
機
之
文
也
。
陛
云
「
笛
飯
牛

筐
也
」
。
懐
匪
云
「
綺
釜
也
」
。
(
O
Y
O
邑

正
義
に
日
く
、
こ
れ
は
す
べ
て
《
詩
》
毛
伝
・
鄭
箋
の
文
章
で
あ
る
。
な

き

ょ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

き

ょ

・

フ

お
《
説
文
》
に
　
「
宮
は
牛
に
飯
す
る
筐
　
〔
か
ご
〕
　
な
り
」
　
と
い
い
、
《
広

十
「
　
以
意
言
之
耳

前
節
の
挙
例
e
・
O
に
よ
れ
ば
、
「
以
意
言
之
耳
」
・
「
以
意
言
耳
」
　
と
い
う

表
現
は
、
そ
の
訓
話
が
『
爾
雅
』
の
正
訓
に
基
づ
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、

こ
れ
に
や
や
批
判
的
な
態
度
を
示
す
評
語
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

表
現
が
　
「
注
」
　
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
最
終
的
に
は
そ
の
　
「
注
」
　
の

訓
話
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち

し
た
が

『
五
経
正
義
』
　
の
欠
点
と
し
て
　
「
曲
狗
注
文
　
(
曲
げ
て
注
文
に
杓
う
)
」
　
と
称

せ
ら
れ
た
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
次
の
例
が
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
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●
尚
書
正
義
　
(
益
稜
)

又
歌
日
、
元
首
叢
脛
哉
、
股
肱
惰
哉
、
萬
事
堕
哉
。
〔
叢
腔
、
細
枠
無
大
略
。
君

如
比
、
則
臣
憐
情
、
帯
革
堕
腰
、
其
功
不
成
、
歌
以
申
戒
。
〕

○
侍
叢
腔
至
申
戒
○
正
義
日
、
孔
以
「
叢
鹿
」
鳥
「
細
枠
無
大
略
」
、
鄭
以
「
叢

腱
抱
衆
小
小
之
事
以
臥
大
政
」
、
皆
是
以
意
言
耳
。
君
無
大
略
、
則
不
能
任
賢

功
、
不
見
知
、
則
臣
皆
「
憐
情
、
萬
事
堕
塵
、
其
功
不
成
」
。
故
又
歌
以
重
戒

也
。
「
庶
事
」
　
「
萬
事
」
鳥
義
同
而
文
欒
耳
。
(
O
u
.
-
∽
…
旨
)

伝
の
　
「
叢
鹿
」
　
か
ら
　
「
申
戒
」
　
ま
で
。
正
義
。
孔
は
　
「
叢
腔
」
　
を
「
こ
ま

ご
ま
し
て
大
き
な
謀
が
な
い
」
　
と
解
し
、
鄭
玄
は
、
「
叢
鹿
と
は
小
さ
な

事
を
か
き
集
め
て
、
大
き
な
政
を
乱
す
」
と
見
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
臆

測
で
い
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
君
に
大
き
な
謀
が
な
け
れ
ば
、
賢
者
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
ぬ
し
、
手
柄
を
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
「
臣
は
み
な
怠
り
、

万
事
く
ず
れ
、
仕
事
は
で
き
あ
が
ら
な
い
」
。
そ
れ
で
更
に
歌
っ
て
繰
り

返
し
て
戒
め
た
の
で
あ
る
。
「
庶
事
」
　
と
　
「
万
事
」
　
と
は
、
同
じ
意
味
で

あ
る
が
字
を
変
え
た
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
〈
「
全
集
本
」
8
・
3
～
0
頁
)

こ
の
例
で
は
、
前
半
で
孔
安
国
・
鄭
玄
の
解
釈
は
と
も
に
　
「
以
意
言
耳
」
　
だ

と
批
判
し
な
が
ら
も
、
後
半
で
は
「
君
無
大
略
、
則
不
能
任
賢
功
」
と
述
べ
て
、

結
局
は
孔
安
国
の
訓
話
に
従
っ
て
敷
術
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
批
評
言
は
ま
た
「
以
意
訓
耳
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

e
尚
書
正
義
　
(
舜
典
)

舜
日
、
苔
四
岳
、
有
能
奮
庸
照
帝
之
載
、
〔
奮
起
、
庸
功
、
載
事
也
。
訪
軍
臣
有
能

起
せ
其
功
、
廣
尭
之
事
者
。
言
舜
日
以
別
桑
。
〕

○
停
奮
起
至
別
尭
○
正
義
日
、
「
奮
」
是
起
動
之
意
、
放
鳥
「
起
」
也
。
障
賠

云
「
庸
努
也
」
。
「
螢
」
亦
「
功
」
也
。
脚
位
云
「
載
行
也
」
、
圧
肺
云
「
載
成

也
」
、
吼
以
「
載
」
鳥
「
事
」
也
、
各
自
以
意
訓
耳
。
舜
受
尭
揮
、
昔
紐
行
其

道
。
行
之
在
於
任
臣
。
「
百
揆
」
　
臣
之
最
貴
、
求
能
起
せ
其
功
、
康
大
帝
尭
之

事
者
、
欲
任
之
。
舜
既
即
位
、
可
以
稀
帝
、
而
言
　
「
舜
日
」
者
、
承
尭
事
下
、

「
言
舜
日
以
別
尭
」
。
於
此
一
別
、
以
下
稀
帝
也
。
(
O
の
.
N
N
b
)

伝
の
　
「
奮
起
」
　
か
ら
　
「
別
尭
」
　
ま
で
。
正
義
。
「
奮
」
　
は
起
ち
動
く
と
い

う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
「
起
」
　
と
解
し
た
。
釈
話
に
、
「
庸
は
労
」
　
と
あ

る
が
、
「
労
」
　
も
　
「
功
」
　
で
あ
る
。
鄭
玄
は
、
「
載
は
行
」
　
と
い
い
、
王

粛
は
、
「
載
は
成
」
と
い
い
、
孔
は
「
載
」
を
「
事
」
と
解
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
臆
測
で
訓
じ
た
ま
で
で
あ
る
。
舜
は
亮
の
譲
位
を
受
け
た
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
道
を
継
ぎ
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
行
の
う
に

は
臣
下
の
任
命
が
第
一
で
あ
る
。
百
揆
は
臣
の
う
ち
で
も
最
高
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
「
そ
の
仕
事
を
振
る
い
お
こ
し
て
、
帝
東
の
仕
事
を
広
大
に

し
得
る
も
の
」
　
を
捜
し
て
そ
れ
を
任
命
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
舜
は

も
う
位
に
即
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
帝
」
　
と
書
い
て
よ
さ
そ
う
な
も
の

な
の
に
、
「
舜
日
わ
く
」
　
と
い
う
わ
け
は
、
勇
の
事
の
後
に
続
い
て
い
る

の
で
、
「
舜
日
わ
く
と
書
い
て
勇
と
区
別
し
た
」
　
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
一

度
区
別
し
た
か
ら
、
以
後
は
　
「
帝
」
　
と
書
い
て
い
る
。
(
「
全
集
本
」
　
8
・

2
0
6
頁
)

こ
の
例
に
お
い
て
も
、
鄭
玄
・
王
粛
・
孔
安
国
そ
れ
ぞ
れ
の
説
を
　
「
各
自
以

意
訓
耳
」
と
批
評
し
な
が
ら
、
結
局
は
「
求
能
起
せ
其
功
、
廣
大
帝
尭
之
事
者
、
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欲
任
之
」
　
と
い
う
よ
う
に
、
『
孔
安
国
伝
』
　
の
　
「
載
事
也
」
　
を
敷
術
解
釈
す
る

の
で
あ
る
。

も
う
一
例
、
『
春
秋
正
義
』
か
ら
あ
げ
よ
う
。

e
春
秋
正
義
　
(
閃
公
二
年
博
)

先
丹
木
日
、
是
服
也
、
狂
夫
阻
之
。
〔
阻
疑
也
。
言
錐
狂
夫
猶
知
有
疑
。
〕

○
注
阻
疑
也
○
正
義
日
、
劉
絃
云
「
阻
疑
」
以
意
訓
耳
。
今
言
猶
云
「
阻
疑
」
、

是
「
阻
」
得
岳
「
疑
」
也
。
言
錐
狂
夫
猶
知
於
此
服
有
疑
也
。
服
度
云
　
「
阻
止

也
。
方
相
之
士
、
蒙
玄
衣
朱
裳
、
主
索
室
中
敵
疫
、
競
之
鳥
狂
夫
止
此
服
。
言

君
輿
大
子
以
狂
夫
所
止
之
服
衣
之
」
。
菅
語
云
　
「
且
是
之
衣
也
、
狂
夫
阻
之
衣

也
」
、
葺
昭
云
　
「
狂
夫
方
相
氏
之
士
也
。
阻
古
誼
字
也
。
絡
服
是
衣
、
必
先
誼

之
」
。
是
由
笥
訓
、
各
以
意
解
。
劉
以
馬
方
相
氏
狂
夫
所
服
、
玄
衣
朱
裳
、

左
右
同
色
、
不
得
鳥
　
「
偏
衣
」
　
也
。
昔
服
比
衣
、
非
是
意
所
止
也
。
「
誼
乃
服

之
」
、
瑠
璃
珊
瑚
。
故
杜
別
鳥
此
解
。
(
〓
.
-
蔓
-
さ
)

正
義
に
日
く
、
劉
姥
が
い
う
、
(
杜
注
の
)
　
「
阻
は
疑
な
り
」
　
と
は
、
憶
測

で
訓
じ
た
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
言
葉
で
も
や
は
り
　
「
阻
疑
」
　
と

い
う
の
で
、
「
阻
」
　
を
l
「
疑
」
　
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
た
と
え
狂
人
で
も
こ
の
服
装
が
お
か
し
い
も
の
だ
と
分
か
る
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
う
む

(
こ
れ
に
対
し
て
)
服
度
は
「
阻
は
止
な
り
。
方
相
の
士
は
玄
衣
朱
裳
を
蒙

も

と

　

　

　

　

カ

　

　

　

　

つ

か

さ

ど

り
、
室
中
を
索
め
て
疫
を
放
る
こ
と
を
　
掌
　
る
。
こ
れ
を
『
狂
夫
も
此

の
服
を
止
む
』
と
い
う
。
君
が
大
子
に
狂
夫
さ
え
も
止
め
る
よ
う
な
服
を

与
え
て
着
せ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
　
と
述
べ
て
い
る
。
(
ま
た
)
　
(
晋

語
)
　
に
　
「
且
つ
是
の
衣
や
、
狂
夫
之
れ
が
衣
を
阻
す
」
　
と
い
い
、
毒
昭

は
　
「
狂
夫
は
方
相
氏
の
士
。
阻
は
古
の
誼
字
で
あ
る
。
こ
の
衣
を
着
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
先
ず
こ
れ
を
諷
す
る
の
で
あ
る
」
　
と
注
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
正
訓
が
無
い
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
憶
測
で
解
釈
し
た
も

の
で
あ
る
。

劉
　
(
絃
)
　
が
考
え
る
に
、
(
《
周
礼
》
夏
官
)
　
(
方
相
氏
)
　
の
狂
夫
の
服
す
る

も
の
は
、
玄
衣
・
朱
裳
で
、
左
右
が
同
色
で
あ
っ
て
、
(
左
右
異
色
の
)
　
「
偏

衣
」
　
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
衣
服
を
着
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
、

勝
手
に
止
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
　
〔
服
虔
説
批
判
〕
。
「
現
し
た
う
え
で

服
す
る
」
　
と
い
う
の
も
、
そ
の
文
章
に
は
出
典
が
無
い
　
〔
葺
昭
説
批
判
〕
。

だ
か
ら
杜
預
は
別
に
こ
の
解
釈
を
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
疏
文
の
冒
頭
に
　
「
劉
絃
云
」
　
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
云
」
　
の
目

的
語
が
　
「
阻
疑
」
　
だ
と
す
れ
ば
、
「
云
」
　
の
主
語
は
『
杜
注
』
で
あ
り
、
「
劉

絃
」
　
で
は
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
か
つ
て
清
儒
劉
文
洪
が
指
摘
し
た
よ
う

に
、
こ
の
疏
文
全
体
が
劉
焙
の
文
章
、
す
な
わ
ち
劉
絃
『
春
秋
述
義
』
の
文
章

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
〔
②
〕
。
し
た
が
っ
て
　
「
劉
絃
云
」
　
は
こ
の
琉
文
全
体
に

か
か
る
も
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
『
春
秋
正
義
』
中
に
引
用
さ
れ
る
劉
絃
説
は
、
杜
預
の
注
釈
に
異

を
唱
え
る
も
の
が
極
め
て
多
い
。
い
わ
ゆ
る
　
「
劉
絃
規
過
」
　
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
例
文
で
は
、
杜
預
説
に
対
し
て
い
っ
た
ん
は
　
「
以
意
訓
耳
」
　
と
批
評
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
直
後
に
　
「
今
言
猶
云
阻
疑
、
是
阻
得
烏
疑
也
」
　
と
し
て
こ

れ
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
あ
げ
た
服
度
・
葺
昭
の

説
に
対
し
て
　
「
由
無
正
訓
、
各
以
意
解
」
　
と
断
じ
た
後
、
こ
れ
ら
を
退
け
て
い

る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
劉
絃
『
春
秋
述
義
』
も
ま
た
や
は
り
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杜
預
『
春
秋
経
伝
嶺
解
』
の
「
義
疏
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
了
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
劉
蛇
の
場
合
は
、
『
春
秋
正
義
』
を
始
め
と
す
る
唐

『
五
経
正
義
』
と
は
異
な
り
、
「
注
」
　
に
対
し
て
は
一
定
の
距
離
を
置
き
、
と

き
に
批
判
的
な
目
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
前
節
の
の
『
毛
詩
正
義
』
の
挙
例
に
は
「
以
詠
言
之
」
と
あ
っ
た
よ

う
に
、
『
毛
詩
正
義
』
で
は
お
お
む
ね
　
「
意
」
　
を
「
義
」
と
表
現
す
る
の
を
特

色
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
一
例
の
み
あ
げ
る
。

e
毛
詩
正
義
　
(
國
風
・
秦
風
・
小
戎
)

伐
卯
孔
軍
、
衣
矛
塗
鉾
、
蒙
伐
有
苑
　
〔
偽
脚
四
介
馬
也
。
孔
甚
也
。
聖
二
隅
矛
也
。

鐸
縛
也
。
蒙
討
羽
也
。
伐
中
干
也
。
苑
文
貌
。
箋
云
、
偵
浅
也
。
謂
以
薄
金
鳥
介
之

札
。
介
甲
也
。
甚
霞
者
、
吉
和
調
也
。
蒙
虎
也
。
討
雑
也
。
童
雑
羽
之
文
於
伐
、
故

日
虎
伐
。
〕

○
箋
伐
浅
至
魔
伐
○
正
義
日
、
箋
申
明
「
伐
御
岳
四
介
馬
」
　
之
意
。
以
馬
無
深

浅
之
量
、
而
謂
之
　
「
伐
餌
」
、
正
謂
以
浅
薄
之
金
魚
甲
之
札
。
金
厚
則
重
、
知

其
薄
也
。
金
甲
堅
剛
、
則
苦
其
不
和
、
故
美
其
能
甚
革
、
「
言
和
調
」
也
。
物

不
和
、
則
不
得
軍
賢
、
故
以
和
島
「
畢
」
也
。
左
侍
及
旅
丘
言
「
狐
裏
蒙
茸
」
、

皆
「
庖
」
「
蒙
」
同
音
。
周
種
用
牲
用
五
言
彪
者
、
皆
謂
雑
色
、
故
樽
蒙
鳥
「
彪
」
、

明
彪
是
雑
羽
。
重
雑
羽
之
文
於
伐
、
故
日
「
魔
伐
」
。
侍
以
「
蒙
」
鳥
討
、
箋

特
「
討
」
馬
鹿
、
皆
以
詠
言
之
、
珂
田
訓
也
。
(
○
雲
.
-
琶
】
邑

以
上
、
「
以
意
言
之
耳
」
・
「
以
意
言
耳
」
・
「
以
義
言
之
」
と
い
う
表
現
は
、

そ
の
訓
話
に
批
判
的
な
響
き
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
「
注
」
　
に
向

け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
結
果
的
に
は
そ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
批
評
言
が
依
拠
し
た
　
「
注
」
　
以
外
の
解
釈
に
発
せ
ら

れ
た
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
否
定
的
で
あ
る
。
以
下
の
例
は
　
「
訓
話
」
に
か
か

わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
『
正
義
』
の
態
度
が
極
め
て
明
確
な
も
の
な
の
で
紹

介
し
て
お
き
た
い
。

e
春
秋
正
義
　
(
昭
公
十
二
年
俸
)

王
日
、
是
良
史
也
。
子
善
視
之
。
是
能
讃
三
墳
・
五
典
・
八
索
・
九
丘
。
〔
皆

古
書
名
。
〕

注
皆
古
書
名
○
正
義
日
、
吼
陵
陶
尚
書
序
云
「
伏
犠
・
神
農
・
黄
帝
之
書
、
謂

之
三
填
、
言
大
道
也
。
少
莫
・
願
項
・
高
辛
・
唐
虞
之
書
、
謂
之
五
典
、
言
常

道
也
。
八
卦
之
説
、
謂
之
八
索
、
求
其
義
也
。
九
州
之
志
、
謂
之
九
丘
。
丘
衆

也
。
言
九
州
所
有
、
土
地
所
生
、
風
気
所
宜
、
皆
衆
此
書
也
。
楚
左
史
債
相
能

讃
三
墳
・
五
典
・
八
索
・
九
丘
、
即
謂
上
世
帝
王
遺
書
也
」
。
周
蔵
外
史
「
掌

三
皇
・
五
帝
之
書
」
、
脚
匝
云
「
楚
憂
王
所
謂
三
墳
・
五
典
是
也
」
。
慣
陸
云

「
三
填
、
三
皇
之
書
。
五
典
、
五
帝
之
典
。
八
索
、
八
王
之
法
。
九
丘
、
九
州

亡
國
之
戒
」
。
踵
嘩
言
「
張
平
子
説
三
墳
二
二
種
、
穏
鳥
人
防
。
爾
雅
日
、
墳

大
防
也
。
書
目
、
誰
能
典
朕
三
縄
。
三
種
、
天
地
人
之
穏
也
。
五
典
、
五
帝
之

常
道
也
。
八
索
、
周
穏
八
議
之
刑
、
索
、
空
。
空
設
之
。
九
丘
、
周
祀
之
九
刑
。

丘
、
空
也
。
亦
空
設
之
」
。
厩
細
説
「
三
境
、
三
気
、
陰
陽
始
生
天
地
人
之
克

也
。
五
典
、
五
行
也
。
八
索
、
八
卦
。
九
丘
、
九
州
之
敷
也
」
。
此
諸
家
者
各

以
意
言
、
嘲
珂
田
嘲
、
他
所
不
信
、
故
云
「
皆
古
書
名
」
。
(
宇
山
邑

こ
の
例
で
は
、
『
左
侍
』
に
見
え
る
「
三
墳
・
五
典
・
八
索
・
九
丘
」
が
具
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体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
孔
安
国
『
尚
書
序
』
・
鄭
玄
『
周

祀
注
』
・
質
達
『
左
侍
注
』
・
延
焦
『
左
侍
注
』
・
馬
融
『
左
侍
注
』
と
い
っ
た

諸
家
の
説
を
列
挙
紹
介
し
た
後
、
こ
れ
ら
を
「
各
以
意
言
、
皆
無
正
験
」
　
と
断

じ
て
切
り
捨
て
、
杜
預
注
の
　
「
皆
古
書
名
」
　
と
す
る
シ
ン
プ
ル
な
解
釈
　
(
と
い

う
よ
り
は
寧
ろ
暖
味
な
解
釈
)
　
を
妥
当
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
み
て

く
る
と
　
「
以
意
言
之
」
　
と
は
、
や
は
り
『
五
経
正
義
』
の
批
判
的
な
評
語
で
あ

っ
た
。と

こ
ろ
で
、
『
毛
詩
正
義
』
は
『
毛
博
』
・
『
鄭
玄
箋
』
と
い
う
二
つ
の
「
注
」

に
も
と
づ
く
と
い
う
、
『
五
経
正
義
』
　
(
『
九
経
疏
』
に
拡
げ
て
も
)
　
の
中
で
は
特

異
な
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
l
疏
釈
の
方
法
は
、
『
毛
侍
』
・
『
鄭
箋
』
そ
れ

ぞ
れ
の
解
釈
に
個
別
に
従
う
の
で
あ
る
が
、
と
き
に
両
「
注
」
　
が
解
釈
を
異
に

す
る
場
合
、
『
毛
詩
正
義
』
の
と
る
態
度
は
様
々
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
人
の
論
考
が
あ
る
の
で
〔
③
〕
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し

な
い
が
、
以
下
に
『
爾
雅
』
尊
重
の
例
と
し
て
、
『
毛
侍
』
を
退
け
て
『
鄭
箋
』

を
支
持
す
る
ケ
ー
ス
を
附
言
し
て
お
こ
う
〔
④
〕
。

◎
毛
詩
正
義
　
(
大
雅
・
民
努
)

民
亦
努
止
、
吃
可
小
康
。
憲
此
中
國
、
以
綴
四
方
。
〔
泥
危
也
。
中
國
京
師
也
。

四
方
話
夏
也
。
閣
凶
、
泥
幾
也
。
康
、
綴
、
皆
安
也
。
憲
愛
也
。
今
周
民
罷
努
臭
。

王
幾
可
以
小
安
之
平
。
愛
京
師
之
人
、
以
安
天
下
。
京
師
者
、
諸
夏
之
根
本
。
〕

○
侍
吃
危
至
諸
夏
○
正
義
日
、
以
「
泥
」
　
之
下
即
云
　
「
小
康
」
、
明
是
由
危
須

安
、
故
以
「
吃
」
鳥
「
危
」
也
。
「
中
国
」
之
文
典
「
四
方
」
相
封
、
故
知
「
中

國
」
　
謂
　
「
京
師
」
、
「
四
方
」
　
謂
　
「
諸
夏
」
。
若
以
中
國
封
四
夷
、
則
諸
夏
亦
畠

中
國
。
言
各
有
封
、
故
不
同
也
。

○
箋
吃
幾
至
根
本
○
正
義
日
、
停
以
「
吃
」
之
岳
「
危
」
、
既
無
正
訓
、
又
「
小

康
」
者
安
此
螢
民
、
直
以
努
民
須
安
、
不
音
更
云
「
危
」
也
。
肺
胞
云
「
放
た

也
」
、
孫
炎
日
「
吃
近
也
」
、
郭
瑛
日
「
謂
相
摩
近
」
、
反
覆
相
訓
、
是
「
泥
」

得
烏
「
幾
」
也
。
昭
二
十
年
左
博
引
此
詩
、
杜
預
云
「
泥
期
也
」
。
然
則
期
字

維
別
、
皆
是
近
義
。
言
其
近
昔
如
比
。
史
記
稀
漠
高
祖
欲
塵
太
子
。
周
昌
日
「
臣

口
不
能
言
、
然
臣
期
知
其
不
可
。
陛
下
錐
欲
腰
太
子
、
臣
期
不
奉
詔
」
。
言
期

者
、
意
亦
輿
此
同
也
。

「
康
綴
、
皆
安
。
憲
愛
」
、
皆
繹
詰
文
。
又
云
「
愛
京
師
、
得
安
四
方
之
意
」
、

由
　
「
京
師
」
者
、
「
諸
夏
之
根
本
」
、
根
本
既
安
、
枝
葉
亦
安
。
京
師
王
之
所

尊
、
王
若
安
之
、
則
四
方
諸
侯
、
亦
皆
致
王
安
之
。
(
-
ナ
ナ
〓
b
)

こ
の
例
で
は
、
先
ず
『
毛
侍
』
に
対
す
る
疏
文
に
お
い
て
は
、
『
毛
侍
』
の

「
吃
危
也
」
と
い
う
訓
話
に
従
っ
て
疏
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
次
い
で
標

起
止
を
改
め
た
『
鄭
箋
』
の
疏
文
に
至
っ
て
は
、
『
毛
侍
』
の
訓
話
に
対
し
て
、

こ
れ
が
　
「
無
正
訓
」
　
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
文
脈
か
ら
み
て
不
自
然
な
解
釈
で

あ
る
と
し
て
退
け
た
後
、
『
爾
雅
』
釈
話
を
手
掛
か
り
に
、
『
左
侍
』
杜
注
や

『
史
記
』
を
補
証
と
し
て
引
用
し
た
う
え
で
、
『
鄭
箋
』
の
妥
当
性
を
証
明
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
　
「
正
訓
」
無
き
場
合
で
も
、
な
ん
と
か
『
爾

雅
』
の
訓
話
に
関
連
づ
け
て
「
注
」
　
(
こ
の
場
合
は
『
鄭
箋
』
)
　
の
妥
当
性
を
証
明

し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
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十
二
　
相
倖
烏
然

こ
こ
ま
で
『
五
経
正
義
』
の
態
度
と
し
て
、
依
拠
し
た
「
注
」
の
解
釈
が
『
爾
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雅
』
に
そ
の
訓
話
の
例
を
見
出
し
得
な
い
場
合
、
そ
れ
が
「
無
正
訓
」
で
あ
る

と
指
摘
し
、
「
以
意
言
耳
」
・
「
以
意
訓
耳
」
・
「
以
義
言
耳
」
等
の
批
判
的
な
表

現
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

次
い
で
本
節
で
は
、
「
無
正
訓
」
　
で
は
あ
る
が
、
上
記
の
例
と
は
や
や
異
な

り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
肯
定
的
な
批
評
言
と
し
て
の
「
相
倖
鳥
然
」
を
と
り

あ
げ
る
。
実
は
十
節
で
紹
介
し
た
e
「
毛
詩
正
義
(
國
風
・
秦
風
・
小
戎
)
」
と

◎
「
春
秋
正
義
(
昭
公
二
十
五
年
俸
)
」
に
す
で
に
見
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

O
の
例
文
で
は
、
「
『
収
珍
』
者
、
瑚
倒
矧
倒
、
無
正
訓
也
」
と
批
評
し
た

後
、
続
け
て
「
『
珍
』
者
上
之
前
後
両
端
之
横
木
也
。
蓋
以
鳥
此
珍
者
、
所
以

政
教
所
載
、
故
名
『
牧
』
焉
」
と
述
べ
て
、
「
正
訓
」
無
き
も
の
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
の
訓
話
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

O
の
例
で
は
「
『
重
昏
日
靖
』
、
爾
雅
無
文
、
村
側
観
潮
」
と
あ
り
、
『
爾
雅
』

に
そ
の
訓
話
は
見
出
し
得
な
い
が
、
「
相
ひ
伝
へ
説
く
の
み
」
と
し
て
無
条
件

に
承
認
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
　
「
相
侍
鳥
然
」
・
「
相
侍
説
耳
」
　
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
か
。
幸
い
◎
と
同
主
旨
の
も
の
が
同
じ
く
『
春
秋
正
義
』
に
見
え
る
の
で
、

こ
れ
が
参
考
に
な
る
。

と
「
昏
」
と
は
同
じ
な
の
で
、
先
儒
は
み
な
「
昏
を
重
ぬ
る
を
始
と
日
ふ
」

と
見
な
し
て
い
る
。

0
春
秋
正
義
　
(
隠
公
十
一
年
俸
)

唯
我
鄭
國
之
有
請
謁
焉
、
如
酉
昏
購
〔
謁
告
也
。
婦
之
父
日
昏
。
或
国
司
欄
。
〕

注
謁
告
至
日
韓
○
正
義
日
、
「
謁
告
也
」
、
繹
詰
文
、
「
婦
之
父
日
昏
」
、
繹
親
文

也
。
「
購
」
輿
「
昏
」
同
文
、
故
鹿
雁
皆
以
鳥
「
重
昏
日
購
」
。
(
宇
N
邑

注
謁
告
至
日
嬉
○
正
義
に
日
く
、
「
謁
は
告
な
り
」
と
は
(
釈
詰
)
　
の
文

章
、
「
婦
の
父
を
昏
と
日
ふ
」
と
は
(
釈
親
)
　
の
文
章
で
あ
る
。
「
構
」

す
な
わ
ち
こ
の
例
で
は
、
十
節
◎
の
疏
文
で
「
爾
雅
無
文
、
相
侍
説
耳
」
と

説
明
さ
れ
て
い
た
「
重
昏
日
韓
」
　
に
つ
い
て
、
「
先
儒
」
が
い
ず
れ
も
そ
の
よ

ぅ
に
解
釈
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
相
侍
鳥
然
」

と
は
、
当
該
「
注
」
が
「
意
を
以
て
訓
じ
た
」
も
の
で
は
な
く
、
歴
代
の
注
釈

家
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
「
無
正
訓
」
　
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
妥
当
な
訓
話
だ
と
認
定
す
る
評
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ち
な
み
に
こ
の
例
の
場
合
、
具
体
的
な
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
に
曖
昧
に
「
先
儒
」
と
表
記
し
た
も
の
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

以
下
の
よ
う
に
具
体
的
な
注
釈
者
の
名
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

e
周
易
正
義
　
(
屯
)

六
二
、
屯
如
蓮
如
、
乗
馬
班
如
、
匪
題
昏
購
、
女
子
貞
不
字
、
十
年
乃
字
。

[
疏
]
六
二
至
十
年
乃
字
○
正
義
日
、
「
屯
如
蓮
如
」
者
、
「
屯
」
是
屯
難
、
「
遭
」

是
遭
遇
、
「
如
」
是
語
群
也
。
言
六
二
欲
應
於
九
五
、
即
畏
初
九
逼
之
、
不
敢

前
進
、
故
「
屯
如
蓮
如
」
也
。

「
乗
馬
班
如
」
者
、
子
夏
侍
云
「
班
如
者
、
謂
相
牽
不
進
也
」
。
馬
季
長
云
「
班
、

班
旋
不
進
也
。
言
二
欲
乗
馬
往
適
於
五
、
正
道
未
通
、
故
班
旋
而
不
進
也
」
。

「
匪
冠
婚
構
」
者
、
「
完
」
謂
初
也
。
言
二
非
有
初
九
、
輿
巳
作
造
害
、
則
得

其
五
島
婚
靖
夫
。
厩
降
臨
云
「
重
婚
日
韓
」
、
鄭
玄
云
「
購
猶
合
也
」
。

「
女
子
貞
不
字
」
者
、
「
貞
」
正
也
。
「
女
子
」
謂
六
二
也
。
女
子
以
守
貞
正
、

不
受
初
九
之
愛
。
「
字
」
　
訓
愛
也
。

1日
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「
十
年
乃
字
」
者
、
十
年
難
息
之
後
、
即
初
不
害
巳
也
。
乃
待
往
適
於
五
、
受

五
之
字
愛
。
「
十
」
者
、
敏
之
極
、
敷
極
則
復
、
故
云
「
十
年
」
也
。
(
O
T
N
等
＼
い
O
a
)

こ
の
『
周
易
正
義
』
に
よ
れ
ば
、
馬
融
が
　
「
重
婚
日
購
」
と
解
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
許
惧
『
説
文
解
字
』
に
も
「
構
、
重
婚
也
。
仙
女
再
啓
。

易
日
、
匪
冠
婚
構
」
と
見
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
　
「
相
侍
鳥
然
」
・
「
相
侍
説
耳
」
等
の
評
語
は
、
歴
代
の
注
釈

家
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
き
て
お
り
、
そ
れ
な
り
に
妥
当
性
を
持
つ
も
の
だ

と
す
る
、
肯
定
的
評
価
の
表
現
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
『
五

経
正
義
』
は
そ
れ
以
上
に
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う

で
あ
る
。

以
下
、
相
伝
え
て
き
た
そ
の
具
体
的
人
物
名
を
明
記
し
て
い
る
例
を
若
干
あ

げ
て
お
く
。

e
春
秋
正
義
　
(
文
公
十
八
年
俸
)

天
下
之
民
、
以
比
三
凶
、
謂
之
望
饗
。
〔
貪
財
鳥
等
貪
食
鳥
誓
。
〕

[
疏
]
注
貪
財
至
鳥
裟
○
正
義
日
、
此
痢
遡
剣
、
.
先
儒
慣
・
匿
等
、
相
侍
鳥
然
。

(
呂
.
-
浮
)

e
春
秋
正
義
　
(
債
公
二
十
八
年
俸
)

晋
侯
夢
輿
楚
子
持
。
楚
子
伏
己
而
臨
血
其
脳
。
〔
昆
唾
也
。
〕

[
疏
]
注
監
嗟
也
○
正
義
日
、
「
蹄
皿
」
之
鳥
「
唾
」
、
剰
則
司
訓
。
蓋
相
倖
鳥
然
。

睡
懐
云
「
如
俗
語
相
馬
云
唾
女
脳
央
」
。
(
-
£
邑

e
春
秋
正
義
　
(
文
公
十
七
年
俸
)

【
侍
】
十
四
年
七
月
、
寡
君
又
朝
、
以
蔵
陳
事
。
〔
蔵
勅
也
。
勅
成
前
好
。
〕

[
疏
】
注
蔵
勅
也
○
正
義
日
、
「
蔵
」
之
烏
「
勅
」
、
笥
訓
嘲
。
先
儒
相
俸
烏

然
。
慣
・
厭
皆
云
「
蔵
勅
也
」
。
(
ビ
Y
£
a
)

な
お
、
以
下
に
あ
げ
る
の
は
「
相
倖
鳥
然
」
　
の
例
で
は
あ
る
が
、
そ
の
評
語

は
訓
話
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
名
物
」
　
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。

◎
春
秋
正
義
(
億
公
十
六
年
俸
)

是
月
、
六
縫
退
飛
週
末
都
。
〔
是
月
、
隕
石
之
月
。
重
言
是
月
、
嫌
同
日
。
鶴
水
鳥
。

高
飛
遇
風
而
退
、
宋
人
以
鳥
災
、
告
於
諸
侯
、
故
書
。
〕

[
疏
]
注
是
月
至
故
書
○
正
義
日
、
月
令
諸
言
「
是
月
」
、
皆
是
前
事
之
月
、
知

此
是
「
隕
石
」
之
月
也
。
「
石
隕
」
「
鶴
退
」
、
倶
是
宋
事
、
事
相
類
而
同
時
告
、

故
重
言
「
是
月
」
、
嫌
同
日
也
。
告
者
不
以
「
飴
退
」
之
日
告
、
故
言
「
是
月
」

以
異
之
。
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「
鶴
水
鳥
」
　
者
、
相
倖
鳥
然
。

春
秋
考
異
郵
云
「
鶴
者
毛
羽
之
轟
。
生
陰
而
属

於
陽
」
。
版
匿
伍
桁
帰
日
「
鶴
者
陽
禽
」
。
「
拉
」
字
或
作
「
娼
」
。
懐
抵
云
「
縫

古
退
飛
者
。
今
以
其
首
鳥
船
頭
」
。
匪
仔
云
「
鶴
之
相
視
、
障
子
不
運
而
風
化
」
。

博
物
臨
去
「
雄
雌
相
視
則
率
。
或
日
雄
鳴
上
風
、
雌
承
下
風
、
則
亦
畢
」
是
也
。

鳥
飛
不
能
自
退
、
侍
言
「
風
也
」
、
是
鳥
高
飛
退
風
而
退
却
也
。
松
障
牌
日
「
視

之
則
六
、
察
之
則
鶴
。
徐
而
察
之
、
則
退
飛
」
、
是
亦
随
見
先
後
而
書
之
。
魯

史
而
記
宋
事
、
知
其
「
宋
人
以
鳥
災
、
告
於
諸
侯
故
事
」
。
(
-
主
星
二
百
)



五経正義讃解通論(三)(野間)

と
き
に
「
訓
話
名
物
」
と
並
言
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
五
経
正
義
』
(
が
基
づ
い
た
r
注
」
)
の
「
訓
話
(
こ
と
ば
)
」

は
『
爾
雅
』
を
根
拠
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
見
方
を
変
え
る
な
ち
、
『
五
脛

正
義
』
が
経
書
の
解
釈
の
資
料
と
し
て
史
書
・
子
書
に
及
ぶ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

無
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
と
「
名
物
(
も
の
の
名
)
」
　
に
つ
い
て

い
え
ば
、
右
の
例
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
杜
預
注
の
「
鶴
水
鳥
」
を
証
明
す
る

た
め
に
、
緯
書
『
春
秋
考
異
郵
』
・
秦
の
伏
生
『
洪
範
五
行
博
』
・
晋
の
郭
義

恭
『
康
志
』
・
『
荘
子
』
・
晋
の
張
華
『
博
物
志
』
と
い
っ
た
諸
文
献
を
あ
げ
て

説
明
に
務
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
「
名
物
」
　
の
解
釈
に
対
す
る
態
度
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
『
五
経
正
義
』

の
訓
話
が
経
書
の
中
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ

ぅ
。
経
書
の
正
し
い
解
釈
の
た
め
に
、
経
書
以
外
の
文
献
に
も
目
が
向
け
ら
れ

た
と
き
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
経
書
の
真
義
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

十
三
　
以
富
時
論
之

十
節
の
挙
例
の
う
ち
、
◎
毛
詩
正
義
(
國
風
・
召
南
・
采
菰
)
　
に
は
、
「
此
皆

爾
雅
無
文
、
侍
朗
瑚
呵
國
オ
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
そ
の
当
時

に
お
い
て
調
べ
て
み
た
も
の
だ
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
『
五
経
正
義
』
は
「
注
」

の
解
釈
が
、
た
と
え
『
爾
雅
』
に
そ
の
根
拠
を
求
め
得
ず
と
も
、
「
注
」
　
の
当

時
、
実
際
に
見
聞
し
て
確
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
解

釈
は
妥
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
「
訓
話
」
　
で
は
な
く
、
「
名
物
」
　
の
場
合
に
限
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
以
下
に
そ
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
る
。

0
尚
書
正
義
　
(
南
貢
)

惟
菌
範
楢
、
三
邦
底
貢
威
名
。
〔
菌
範
美
竹
。
楢
中
矢
潮
。
三
物
皆
出
雲
夢
之
澤
。

近
澤
三
國
、
常
致
貢
之
。
其
名
天
下
稀
善
。
〕

[
疏
]
侍
菌
範
至
積
善
○
正
義
日
、
「
菌
範
美
竹
」
、
昔
時
之
名
猶
然
。
鄭
云

「
菌
範
蒔
風
也
」
。
竹
有
二
名
、
或
大
小
異
也
。
「
菌
範
」
是
両
種
竹
也
。
粛

憬
氏
貢
梧
矢
、
知
　
「
梧
中
矢
斡
」
。
三
物
皆
出
雲
夢
之
澤
、
昔
時
験
之
猶
然
。

轡
言
「
三
邦
厩
貢
」
、
知
　
「
近
澤
三
國
致
此
貢
」
也
。
文
績
「
威
名
」
、
則
其

物
特
有
美
名
、
故
云
「
其
名
天
下
積
善
」
。
鄭
玄
以
「
靡
名
」
下
層
「
包
匝
背

茅
」
。
(
○
チ
ー
計
)

伝
の
「
菌
範
」
か
ら
「
称
善
」
ま
で
。
正
義
。
「
菌
と
籍
は
美
竹
」
と
は
、

当
時
の
名
称
が
ま
だ
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
、
「
菌
と
範
は
蒔

風
で
あ
る
」
と
説
く
。
竹
に
二
つ
名
が
あ
る
の
は
、
大
小
の
差
異
が
あ
る

の
か
も
知
れ
ぬ
。
要
す
各
に
「
菌
」
と
「
範
」
は
二
種
類
の
竹
で
あ
る
。

粛
慎
氏
が
楢
の
矢
を
貢
し
て
い
る
か
ら
、
「
槽
は
矢
の
韓
に
適
す
る
」
　
こ

と
が
わ
か
る
。
「
三
つ
の
品
は
い
ず
れ
も
雲
夢
の
沢
か
ら
産
す
る
」
の
は
、

当
時
調
べ
て
み
て
ま
だ
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
.
経
文
に
「
三
つ
の
邦
か

ら
貢
し
ま
つ
る
」
と
あ
る
か
ら
、
「
沢
に
近
い
三
つ
の
国
が
そ
れ
を
貢
し

ま
つ
る
」
　
の
だ
と
わ
か
る
。
ま
た
文
章
が
　
「
原
名
」
と
続
い
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
す
る
と
、
そ
の
晶
は
特
に
評
判
の
高
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ

で
　
「
そ
の
名
と
は
天
下
中
が
は
め
た
た
え
た
の
だ
」
と
解
し
た
。
鄭
玄
は

「
厭
名
」
を
ば
、
下
の
方
「
包
囲
背
茅
」
に
つ
け
て
読
む
。
(
「
全
集
本
」
8

・
4
0
1
頁
)
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e
毛
詩
正
義
　
(
大
雅
・
鯨
)

周
原
撫
腺
、
董
茶
如
飴
、
安
始
麦
謀
、
愛
契
我
亀
。
〔
周
原
狙
漆
之
問
也
。
撫
撫

美
也
。
董
菜
也
。
茶
苦
菜
也
。
契
開
也
。
〕

○
博
周
原
至
契
開
○
正
義
日
、
「
周
原
在
漆
狙
之
間
」
、
以
時
輸
而
知
之
。
述

地
之
良
、
而
云
「
撫
撫
」
故
鳥
「
美
」
也
。
「
茶
苦
菜
」
辟
博
文
。
契
光
日
「
苦

菜
可
食
也
」
。
内
則
日
　
「
董
亘
扮
瑜
」
、
則
　
「
董
」
　
是
美
菜
、
非
苦
茶
之
類
。

膵
膵
又
云
「
笈
董
草
」
、
郭
瑛
日
「
即
烏
頭
也
。
江
東
人
呼
鳥
董
」
。
晋
語
「
櫨

姫
路
讃
申
生
、
直
鴇
於
酒
、
定
量
於
肉
」
、
質
連
日
「
董
烏
頭
也
」
。
然
別
「
董
」

者
其
烏
頭
乎
。
箋
云
「
性
苦
者
、
皆
甘
如
飴
」
。
若
是
董
亘
之
重
、
錐
非
周
原
、

亦
自
甘
美
。
明
　
「
董
」
　
是
烏
頭
也
。
「
契
開
」
　
者
、
言
契
亀
而
開
出
其
兆
、
非

訓
　
「
契
」
烏
開
也
。
…
…
(
-
か
・
N
⊥
書
、
-
」
a
)

に
従
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
『
五
経
正
義
』
に
お
い
て
は
、
実
証
で
き
る
も
の

は
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

e
春
秋
正
義
　
(
億
公
二
十
八
年
俸
)

青
草
七
百
乗
、
鞍
矧
鉄
幹
。
〔
五
萬
二
千
五
百
人
。
在
背
日
櫓
。
在
宵
日
矧
。
在
旗
日

軟
。
在
後
日
幹
。
言
駕
乗
脩
備
。
〕

[
疏
]
注
五
萬
至
情
備
○
正
義
日
、
陛
云
「
鞍
著
披
皮
也
」
。
「
矧
引
軸
也
」
。

「
執
頸
皮
也
」
。
此
注
輿
説
文
不
同
。
蓋
以
時
輸
而
烏
解
也
。
鯵
馬
挽
車
、
有

皮
在
背
者
、
有
約
宵
者
、
有
在
腹
鳥
帯
者
、
有
繁
絆
其
足
者
。
従
馬
上
而
下
次

之
、
「
在
後
」
正
謂
在
足
是
也
。
侍
唯
學
四
事
、
文
無
所
結
、
學
其
小
事
皆
具
、

「
言
其
駕
乗
脩
備
」
、
明
諸
事
皆
備
也
。
(
-
か
・
N
N
b
)

以
上
の
　
「
以
昔
時
験
之
」
・
「
昔
時
之
名
猶
然
」
・
「
以
時
験
而
知
之
」
・
「
以

時
験
而
鳥
解
」
　
等
の
他
に
、
特
に
『
周
蔵
琉
』
・
『
儀
祀
琉
』
に
は
　
「
昔
時
日

放
而
知
」
　
と
か
　
「
以
目
験
知
之
」
　
と
い
う
表
現
が
頻
見
す
る
が
、
こ
れ
は
省
略

十
四
　
無
正
文
・
無
明
文

十
二
節
の
e
春
秋
正
義
　
(
文
公
十
八
年
俸
)
　
に
　
「
此
無
正
文
、
先
儒
質
・
服

等
、
相
侍
鳥
然
」
　
と
い
う
一
文
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
見
え
る
　
「
無
正
文
」
　
と
い

う
言
葉
は
、
「
無
正
訓
」
　
と
同
じ
響
き
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
「
無
正
訓
」

が
訓
話
を
問
題
と
す
る
の
に
対
し
、
「
無
正
文
」
　
は
主
と
し
て
　
「
名
物
」
　
に
か

か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
拡
げ
る
と
　
「
典
章
制
度
」
　
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
同
じ
よ
う
な
も
の
と
し
て
　
「
無
明
文
」
　
と
い
う
表
現
も
あ
り
、
こ
れ

は
特
に
『
周
蔵
疏
』
・
『
儀
穏
琉
』
に
頻
用
さ
れ
、
『
毛
詩
正
義
』
・
『
穏
記
正
義
』

が
続
い
て
い
る
〔
⑤
〕
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
『
正
義
』
が
引
用
し
た
許
憬
『
五
経

異
義
』
中
に
見
ら
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
『
正
義
』
は
『
異

義
』
　
の
用
語
を
借
用
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
本
稿
を
結
ぶ
に
当
た
り
、
そ
の

点
を
指
摘
し
、
以
下
で
は
若
干
の
例
を
紹
介
す
る
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。
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0
尚
書
正
義
　
(
微
子
)

微
子
若
日
、
父
師
少
師
。
〔
父
師
、
太
師
。
三
公
、
笑
子
也
。
少
師
、
孤
卿
、
比
干
。

微
子
以
紆
距
謙
、
知
其
必
亡
、
順
其
事
而
言
之
。
〕

○
侍
父
師
至
而
言
○
正
義
日
、
以
畢
命
之
篇
王
呼
畢
公
爵
　
「
父
師
」
、
畢
公
時

鳥
　
「
太
師
」
　
也
。
周
官
云
　
「
太
師
・
太
倖
・
太
保
、
玄
惟
三
公
。
少
師
・
少
博

・
少
保
日
三
孤
」
。
家
語
云
　
「
比
干
官
則
少
師
」
。
「
少
師
」
　
是
比
干
、
知
　
「
太

師
」
　
是
「
箕
子
」
也
。
編
検
書
停
不
見
箕
子
之
名
、
惟
司
馬
彪
注
荘
子
云
　
「
箕
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子
名
百
錬
」
、
不
知
出
何
事
也
。
…
…
家
語
云
「
比
干
是
紆
之
親
、
則
諸
父
」
、

知
比
干
千
村
諸
父
耳
。
笑
子
則
無
文
。
来
世
家
云
「
箕
子
者
紆
親
戚
也
」
、
止

言
親
戚
、
不
知
烏
父
島
兄
也
。
鄭
玄
・
王
粛
皆
以
箕
子
馬
紺
之
諸
父
、
、
服
虔
・

杜
預
以
島
村
之
庶
兄
。
既
無
正
文
、

各
以
意
言
之
耳
。
「
微
子
以
肘
距
謙
、
知

封
之
君
、
武
王
之
子
。
箕
子
、
股
王
帝
乙
之
子
、
紆
之
庶
兄
。
〕

[
疏
]
注
唐
叔
至
庶
兄
○
正
義
日
、
「
唐
叔
、
晋
始
封
之
君
」
、
曹
世
家
文
也
。

来
世
家
云
「
箕
子
者
紆
親
戚
也
」
。
止
云
　
「
親
戚
」
、
不
知
岳
父
也
兄
也
。
鄭

玄
・
王
粛
皆
以
「
箕
子
」
鳥
肘
之
諸
父
。
服
・
杜
以
島
村
之
庶
兄
。
既
無
正
文
、

其
必
亡
」
、
心
欲
去
之
、
故
「
順
其
去
事
而
言
」
、
呼
二
師
以
告
之
。
(
-
?
-
邑

e
周
稽
疏
　
(
天
官
・
女
御
)

従
世
婦
而
弔
干
卿
大
夫
之
喪
。
〔
従
之
敷
、
蓋
如
使
者
之
介
云
。
〕

[
疏
]
注
従
之
至
介
云
○
秤
目
、
王
之
妃
妾
、
三
夫
人
象
三
公
、
九
嬉
象
孤
卿
、

二
十
七
世
婦
象
大
夫
、
女
御
象
元
士
。
但
介
敢
依
命
敦
盛
差
、
則
王
之
大
夫
四

命
、
世
婦
之
従
亦
四
人
。
以
無
正
文
、
故
言
「
蓋
」
言
「
云
」
以
笥
也
。
(
雷
.
O
N
等
)

e
儀
超
琉
　
(
観
穏
)

春
夫
承
命
、
告
干
天
子
。
〔
春
夫
蓋
司
空
之
属
也
。
鳥
未
指
、
承
命
於
侯
氏
。
下
介
侍

而
上
、
上
揺
以
告
干
天
子
。
天
子
見
公
、
拝
者
五
人
。
見
侯
伯
、
接
者
四
人
。
見
子

男
、
拝
者
三
人
。
皆
宗
伯
馬
上
接
。
春
秋
侍
日
、
春
夫
馳
。
〕

[
疏
]
春
夫
至
天
子
○
注
告
夫
至
夫
馳
○
滞
日
、
云
「
春
夫
蓋
司
空
之
属
也
」
者
、

無
正
文
。
知
　
「
司
空
属
」
者
、
案
五
官
之
内
、
無
畜
夫
之
名
、
故
知
是
「
司
空

之
属
」
。
但
司
空
職
亡
、
放
言
「
蓋
」
以
習
。
云
「
末
技
承
命
於
侯
氏
、
下

介
博
而
上
、
上
接
以
告
干
天
子
」
者
、
案
周
蔵
司
儀
職
、
南
諸
侯
相
朝
、
皆
馬

交
接
、
則
此
諸
侯
見
天
子
、
交
接
可
知
。
…
…
(
N
等
⊥
」
a
)

e
春
秋
正
義
　
(
債
公
十
五
年
俸
)

吾
聞
、
唐
叔
之
封
也
、
箕
子
日
、
其
後
必
大
。
曹
其
庸
可
糞
平
。
〔
唐
叔
、
晋
始

各
以
其
意
言
耳
。
歴
検
諸
書
、
不
見
「
箕
子
」
之
名
。
唯
司
馬
彪
注
荘
子
云
「
青

緑
箕
子
名
」
、
不
知
其
然
否
。
(
-
サ
ー
旨
)
　
〔
⑥
)

e
春
秋
正
義
　
(
債
公
九
年
侍
)

賓
侯
措
下
拝
。
孔
日
、
且
有
後
命
、
天
子
使
孔
日
、
以
伯
舅
墓
老
、
加
算
賜
一

級
、
無
下
拝
。
〔
七
十
日
墓
。
級
等
也
。
〕

[
疏
]
注
七
十
日
量
級
等
也
○
正
義
日
、
繹
言
云
「
蓋
老
也
」
、
舎
人
云
「
年
六

十
稀
也
」
、
郭
瑛
云
　
「
八
十
鳥
墓
」
。
渾
名
云
「
八
十
日
墓
。
蓋
鉄
也
。
皮
黒

如
鉄
」
。
彼
説
或
云
「
六
十
」
、
戎
云
「
八
十
」
、
杜
云
「
七
十
日
茎
」
者
、
「
蓋
」

之
年
歯
、
既
無
明
文
。
曲
穏
云
「
七
十
日
老
」
、
爾
雅
以
「
蓋
」
鳥
老
、
故
以

篤
　
「
七
十
」
。

曲
祀
升
階
之
法
云
「
渉
級
衆
足
」
、
是
「
級
」
鳥
「
等
」
也
。
法
曹
下
拝
、
賜

之
勿
下
、
是
進
一
等
。
(
-
い
⊥
-
a
)

115

注①
　
ち
な
み
に
、
こ
の
条
の
『
春
秋
正
義
』
は
「
此
皆
毛
詩
侍
・
鄭
箋
之
文
也
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
◎
の
挙
例
に
明
ら
か
な
通
り
、
「
方
日
筐
、
員
日
笛
、
無
足
日
釜
、
有
足

日
綺
」
は
す
べ
て
『
毛
伝
』
の
文
章
で
あ
る
。
阪
元
『
校
勘
記
』
所
引
の
浦
鐙
が
「
鄭

箋
」
を
術
文
と
見
な
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
あ
る
い
は
疏
文
の
誤
解
で
あ
っ
た
か
も
し
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れ
な
い
。

②
　
劉
文
洪
『
左
侍
啓
疏
校
正
』
巻
三
に
以
下
の
よ
う
な
分
析
が
見
え
る
。

文
洪
案
ず
る
に
、
こ
れ
は
す
べ
て
《
述
議
》
の
文
章
で
あ
る
。
王
讃
(
《
漢
貌
遺

書
紗
》
)
が
r
服
虔
」
以
下
を
光
伯
の
文
章
で
は
な
い
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

「
劉
以
鳥
」
　
は
本
来
r
絃
以
鳥
」
　
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
い
う
と
こ
ろ
の
　
「
各
以
意

解
」
と
は
、
服
虔
が
　
「
止
」
と
解
し
、
葺
昭
が
「
誼
」
と
解
す
る
こ
と
を
指
す
。

劉
蛇
が
　
「
左
右
が
同
色
で
あ
っ
て
、
偏
衣
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
　
と
い
う
の

は
、
服
度
が
　
(
方
相
氏
)
　
の
服
で
　
「
偏
衣
」
を
解
す
る
こ
と
を
駁
し
た
も
の
。
「
訳

し
た
う
え
で
服
す
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
文
章
の
出
典
が
無
い
」
　
と
は
、
重
昭
の

「
阻
」
が
　
「
諷
」
字
で
あ
る
と
い
う
の
を
駁
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
表

現
に
一
貫
性
が
有
っ
て
、
こ
れ
は
同
一
人
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
に
唐
人
の
刑
改

の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

③
　
小
尾
郊
一
「
毛
詩
正
義
の
論
証
に
就
い
て
の
一
考
察
」
　
(
東
方
學
報
京
都
1
5
-
1

一
九
四
五
)
、
田
中
和
夫
「
『
毛
詩
正
義
』
に
於
け
る
論
証
の
意
味
す
る
も
の
ー
異
説

処
理
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(
軋
国
文
学
研
究
第
十
六
期
一
九
九
〇
、
後
に
『
毛

詩
正
義
研
究
』
白
帝
社
　
二
〇
〇
三
)
　
等
。

④
　
韓
峰
瞭
「
《
毛
詩
正
義
》
疏
不
破
注
考
研
」
　
(
中
國
詩
経
草
食
編
『
第
四
届
詩
経
国
際

學
術
研
討
合
論
文
集
』
學
苑
出
版
社
　
二
〇
〇
〇
)
　
に
よ
る
と
、
『
毛
詩
正
義
』
に
関

し
て
　
「
疏
不
破
注
」
と
は
、
「
疏
不
破
侍
」
　
で
は
な
く
「
硫
不
破
箋
」
　
で
あ
る
と
の
こ

と
で
あ
る
　
(
注
③
前
掲
田
中
氏
著
書
に
よ
る
)
。

⑤
　
中
で
も
「
経
無
明
文
」
・
「
確
無
明
文
」
　
と
い
う
表
現
が
頻
見
す
る
。

⑥
　
ち
な
み
に
●
尚
書
正
義
(
微
子
)
　
と
e
春
秋
正
義
(
倍
公
十
五
年
俸
)
と
に
は
、
ほ

と
ん
ど
一
致
す
る
部
分
の
有
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
両
正
義
が

劉
絃
『
五
経
述
義
』
を
稿
本
と
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

【
補
記
〕
張
賛
三
『
五
経
正
義
研
究
』
(
国
立
姦
湾
大
學
中
國
文
學
研
究
所
博
士
論
文

一
九
九
二
)
　
の
第
八
章
「
五
経
正
義
之
字
義
訓
話
」
第
二
節
「
正
義
封
注
訓
原

由
之
聞
搾
」
中
に
二
、
依
正
文
烏
訓
　
五
、
相
侍
鳥
然
　
七
、
以
意
言
之
」

と
い
う
項
目
が
あ
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

(
本
稿
は
平
成
1
8
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
(
C
)
　
「
五
経
正
義
の
総
合
的
研
究
」
　
の
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
)




